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本製品を使用する前に取扱説明書を注意深く読み、よく理解してから使用し

てください。 

この取扱説明書はいつまでも使用できるように大切に保管してください。 

取扱説明書が現品と異なる場合は、販売会社まで請求してください。 



 
 
 

まえがき 

 このたびは、長崎ジャッキの移動式フリーローラースタンドをお買い上げいただきまして誠に有難う

ございます。 

 ご使用になる前に必ずこの取扱説明書を注意深く読み、よく理解してから使用してください。取扱

説明書の中の注意事項及び使用方法等をよく読んで使用頂かないと、十分能力を発揮できないば

かりか車の落下や人身事故につながりますので、十分理解した上で、正しく使用してください。 

 お買い上げの製品や取扱説明書の内容について、ご質問がある場合は、お買い上げ頂きました

販売会社まで問い合わせしてください。 

 尚、取扱説明書は大切に使用してください。万一紛失・汚損された場合は速やかに購入の上、正し

く保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
この取扱説明書では「危険」「警告」「注意」について次のような定義と警告表示を使用してい

ます。警告表示は安全作業のために重要な事柄です。人身事故や財物損害防止の為の重

要な事項が記載されていますので、必ずよく理解してから使用してください。 

 

 危険・・取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡又は重症を負う危険が切迫して生じる

事が想定される場合。 

 警告・・取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡又は重症を負う可能性が想定される

場合。 

 注意・・取り扱いを誤った場合に、使用者が損傷を負う危険が想定される場合及び 

         物的損傷のみ発生が想定される場合。 
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1.使用目的 

  この移動式フリーローラースタンドは移動式フリーローラーを収納及び保管するための補助機器

です。 

2.注意事項 

  この移動式フリーローラースタンドをご使用頂く上での人身事故や車の損傷を防止する為の重要

な事柄が記載されていますので、必ずよく読み理解してから使用してください。 

 

2-1 注意事項 

 注意  

1.使用目的以外の使用禁止。 

2.自動車整備以外での使用禁止。 

3.平担で硬い床で使用すること。 

4.作業前に必ず始業点検を行うこと。 

5.移動式フリーローラーをスタンドに確実にセットし、必ずフックをかけて使用すること。 

6.保管場所は、屋内に保管のこと。 

7.移動式フリーローラースタンドの改造は禁止。 

 

2-2 ラベルの貼付位置とラベルの名称 
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3.構造及び各部の名称 

 

4.始業点検 

 毎日作業前に必ず始業点検を行ってください。なお点検は移動式フリーローラーを乗せない状態

で行ってください。 

 注意 

異常と思われる箇所が発見された場合は、異常箇所の修復を完全に行うまで移動式フリーロー

ラースタンドの使用を禁止して、直ちに販売会社まで連絡してください。そのままお使いになられ

ますと移動式フリーローラースタンドや移動式フリーローラーの破損及び重大な事故につながる

危険があります。 

 

※3 ページの各部の名称を参照してください。 

点検箇所 内容 点検方法 

フレーム部 変形、破損、磨耗していないか 目視 

各ネジ部（ボルト及びナット部） 変形、破損、弛みはないか 目視 

全体部 変形、破損等異常はないか 目視 

 

 注意 

移動式フリーローラーの始業点検も付属の取扱説明書に従い必ず行ってください。 
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5 使用方法 

 5-1 使用方法 

 移動式フリーローラースタンドのフックを時計方向に回してフックを下げてください。 

 移動式フリーローラーを 60°以下に起こし、移動式フリーローラー車輪が移動式フリーローラー 

スタンドの車輪止めパイプに当たるまで移動させてください。 

移動式フリーローラーを 90°まで起こし、フックを反時計方向に回して固定してください。 

移動式フリーローラーが確実にセットされ、倒れないか確認してください。 

 

 

 

                

 

 注意 

必ず、移動式フリーローラースタンドのフックを固定し、移動式フリーローラーが確実にセット

されていること。移動式フリーローラーが横転し、破損や重大な事故につながる危険がありま

す。 
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5-2 終業点検と保管 

作業が終了したら移動式フリーローラースタンドに付着したゴミ等をきれいに拭き取ってください。こ

の時、ラベルが汚れて見えなくなったり、移動式フリーローラースタンドに異常が発見された場合、

直ちに販売会社に連絡してください。 

 注意 

保管場所は、屋内に保管のこと。 

 

 

6.故障と処置 

「故障かな」と思われる前にもう一度確認してください。異常が生じた時は、この取扱説明書をよくお

読み頂き、下記の点検をした上で、それでも不具合な場合は、お買い上げの販売会社へ相談してく

ださい。 

症状 原因 処置 

 

フックがかからない 

 

・フックが変形又は破損している。 

 

・指定外の移動式フリーローラーを使用して

いる。 

 

・販売会社へ修理又は交換依頼す

る。 

・適応移動式フリーローラーを使用

する。 

 

移動式フリーローラーが

うまく載らない 

 

・移動式フリーローラースタンドが変形又は

破損している。 

 

・販売会社へ修理又は交換依頼す

る。 

 

7 仕様 

型式 適応移動式フリーローラー 外寸 (mm) 重量(㎏) 

NFR-ST NFR-S1500 W407×D375×Ｈ757 5 
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8.製品保証規定 

1）保証規定 

取扱説明書、本体注意書きに従って正常な使用状態で保証期間内（納入後一年以内）に故障した

場合は、弊社の責任に於いて無償にて修理させて頂きます。但し、二次的に発生する損失の保証

及び、次の場合に該当する故障は保証致しておりません。 

1.使用上の誤り、保守点検、保管等の義務を怠った為に発生した故障及び損傷。 

2.製品の作動機構に悪影響を及ぼす変更（改造）を加え、それが原因で発生した故障及び損傷。 

3.消耗品が損傷し取替えを要する場合。 

4.火災・地震・風水害・その他天災地変等、外部に要因がある故障及び損傷。 

5.指定された純正部品を使用されなかった時に起因する場合。 

6.日本国外で使用される場合。 

7.保証請求手続きが不備の場合（例：型式及び機体番号の連絡がない場合など）。尚、本製品及び

その付属品に使用されているゴム部品等のあらゆる自然消耗する部品、ならびに消耗部品につき

ましては、保証の適用は除外させていただきます。 

（2）保証請求方法 

前記の規定に基づき、本製品の保証請求を行う場合は、お買い上げの販売会社までご一報ください。

販売会社において必要な手続きを実施いたします。 

 尚、保証の要否は、大変勝手ながら弊社において判断させて頂きますのでご承知ください。 

（3）アフターサービスについて 

1.調子が悪い時・・・・・・・・・・・・・・・まずこの取扱説明書の〔6.故障と処置〕の項目をもう一度ご覧にな

って調べてください。 

2.それでも調子が悪い時は・・・・・・商品保証規定に従い修理させて頂きますので、お買い上げの販

売会社へ修理依頼をしてください。 

3.保証期間中の修理について・・・・保証期間は納入後 12 ヶ月以内です。商品保証規定の記載内容

に基づいて修理させて頂きます。 

4.保証期間後の修理について・・・・有償で対応させて頂きます。 

5.アフターサービスについての詳細・その他ご不明な点は、お買い上げ頂いた販売会社へお問い合

わせください。 

6.お問い合わせ頂く場合は、次の事項をお知らせください。 

 型式・機体番号・購入年月日・故障状況（できるだけ詳しく） 
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上記事項を下表に必ず記載してください。 

型式  

機体番号  

購入年月日  

購入店名 社名：                         担当者： 

住所：                         電 話： 

故障日・状況      年     月     日     

故障日・状況      年     月     日     
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―ＭＥＭＯ― 
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―ＭＥＭＯ― 
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お問い合わせは 

販売会社名 

 

 

 

 

 

 

 

販売会社へのお願い、この取扱説明書はお客様に必ずお渡しください。 

 

                                  長崎ジャッキ株式会社                           

〒447-0854 

愛知県碧南市須磨町 5 番地 2 

                                  TEL 0566-41-1482 

                                  FAX 0566-42-0709 

 


